
    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
目
次
】 

１
面
：
事
業
所
空
き
状
況
／
こ
め
つ
ぶ
情
報
局 

 
 

２
面
：
北
障
協
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
（
浅
野
社
会
復
帰
セ
ン
タ
ー
） 

 

３
面
：
ひ
こ
う
き
雲
予
定
表 

↖
 

第 203号 
平成 29年 3月 1日発行 

↗
 

４
面
・
５
面
：
合
同
家
族
教
室
報
告
（
Ｊ
Ｓ
Ｃ
黒
崎
・
八
幡
） 

 

６
面
：
事
業
所
所
在
地
・
法
人
理
念
・
あ
と
が
き 

          ！法人内事業空き状況速報！（平成 29 年 2 月末時点） 

事業所 事業 
空き状況 

（○：空き有り、×：空き無し） 

浅野社会復帰センター 

就労移行支援事業 ○ 

就労継続支援Ｂ型事業 ○ 

あさのホーム × 

地域活動支援センター「ひこうき雲」 随時見学受付中！ 

ジョブサポートセンター黒崎 就労移行支援事業 ○ 

ジョブサポートセンター八幡 
就労移行支援事業 × 

自立訓練（生活訓練）事業 ○ 

 

 

  

 

 

期間 対象 内容 契約 賃金

原則２年
以内

一般企業への就
労を希望する人

就労に必要な知識及び能
力の向上のための訓練を
行う。

利用契約
（雇用ではない）

事業所によっては作業工
賃が支払われる場合があ
る。（数千円～２、3万
の作業工賃が支払われる
ことが多い）

就労継続
支援A型
（雇用型）

定めなし
一般企業への就
労が困難な人

雇用契約に基づく就労機
会を提供。

雇用契約
（雇用保険に加入

する場合もある）

最低賃金が保障される。
（福岡県の現在の最低賃

金は時給765円）

就労継続
支援B型
（非雇用型）

定めなし
一般企業への就
労が困難な人

就労の機会や生産活動等
の場の提供を行う。

利用契約
（雇用ではない）

作業工賃が支払われる。
（数千円～２、3万の作
業工賃が支払われること
が多い）

就
労
に
関
す
る
事
業

就労移行支援事業

事業名称

就労継続支援

編集補助：ＪＳＣ八幡自立訓練利用中のＴさん 



 

 

 

 

 

 2 月 10 日、北九州障害者施設協議会（北障協）主

催のボウリング大会に出場しました。市内の様々な

障害福祉サービス事業所から参加があり、私たちの

法人からは浅野センター、JSC 黒崎、JSC 八幡が参加

しました。 

 

 

 

 

 

 実は私たちの法人は、法人内でもボウリング大会 

を行うなどボウリングづいています（2 月号の記事にしてい

ます）。３チームとも過去の大会で優勝経験があり、優勝への

意気込みは十分でした。 

 

 

 

 

 

 熱戦の結果は、浅野センターが 3 位、JSC 八幡が 2 位に入

賞。優勝はできませんでしたが、終わった後の皆さんの顔に

は後悔の様子はなく、楽しそうな表情が溢れていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅野社会復帰センター 事業案内 

【就労移行支援事業・就労継続支援B型事業】  

一般企業への就職を希望する精神障がいの方を対象に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、就職活動や

就労後の職場定着への支援を行います。 

【地域活動支援センター 「ひこうき雲」】 

 メンバーはオープンスペースの利用ができ、日中活動を中心とした各プログラムへの参加ができます。原則として

北九州市にお住まいで、精神科医療機関を利用されている方を対象としています。 

浅野センターからは、 

4名の方が参加しました。→ 

←開会式では、前回優勝チームとして、スピーチ。 

代表として話す S さんの口からは、優勝宣言が！ 

表彰台に上る N さん。 

センターに戻った後、皆でお祝いしました。→ 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 月 火 水 木 金 土 

   
1 2 3 4 

 
 

 
 

 
  閉館日 

5 6 7 8 9 10 11 

閉館日 
 

①ﾆｭｰｽの会 

（16:00 集合）  
 

②散歩の会 

(13:30 集合) 
閉館日 

12 13 14 15 16 17 18 

閉館日 
 

 
③街美化活動 

④茶話会 
★卓球日 

 
閉館日 

19 20 21 22 23 24 25 

閉館日 閉館日  
 

⑤映写会 

（13:00 集合） 

⑥自炊の会 

(13:30 集合) 
閉館日 

26 27 28 29 30 31      

閉館日 
⑦外食会 

（12:15 集合）  

⑧卓球大会 

(13:00 集合) 
 

 

※15:00 閉館※ 
 

地域活動支援センター「ひこうき雲」3月行事予定表 

『卓球フリー練習日のお知らせ』 

 

行事の無い日の 13：30～15：00 で、浅野社会復帰センター2 階食堂にて卓球のフリー練習を行っています。        

関心をお持ちの方は、気軽にご参加下さい。尚、卓球を行っている時間、ひこうき雲は閉館しています。 

                                                     

【3 月の実施予定日】                                                                                                             

1 日（水）、3 日（金）、6 日（月）、7 日（火）、8 日（水）、13 日（月）、14 日（火）、16 日（木）、17 日（金）、21 日（火）  

22 日（水）、28 日（火）、31 日（金）   *研修、その他事情等により、当日に中止にする場合もあります。                                                                                        

⑤23 日(木)は、映写会を行います。当日参加される方々からリクエストのあった作品を鑑賞する予定です。 

参加希望の方は、13:00 迄に 2 階ひこうき雲に集合して下さい。 

③15 日(水)は、街の美化活動に参加します。9:30 迄に 2 階ひこうき雲に集合して下さい。＊雨天中止 

④15 日(水)は、茶話会を行います。14:00 から始めます。来月の行事や日頃感じていること等を、皆様で意見交換をしましょう。 

⑦27 日（月）は、外食会を行います。今月は「まるとくうどん西小倉店」に行く予定です。お食事代（実費）がかかります。参加

希望の方は、12:15 迄に 2 階ひこうき雲に集合して下さい。 

⑥24 日(金)は、自炊の会を行います。今月は「あつあげステーキ、こんにゃく田楽、豚肉と白菜スープ」を予定しています。予約制

です。参加費 300 円とお米 1 合が必要です。参加希望の方は、13:30 迄に 2 階ひこうき雲に集合して下さい。 

②10 日(金)は、散歩の会を行います。今月は「サニーサイドモール下曽根」へ行く予定です。ＪＲ運賃（片道）280 円が必要です。

参加希望の方は、13:30 迄に 2 階ひこうき雲に集合して下さい。 

⑧29 日(水)は、卓球大会（団体戦）を行います。参加希望の方は、13:00 迄に 2 階ひこうき雲に集合して下さい。 

①7 日(火)は、ニュースの会を行います。話題になっている時事、社会問題・ニュースを意見交換してみましょう。参加希望の方は、

16:00 迄に 2 階ひこうき雲に集合して下さい。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ジョブサポートセンター黒崎 事業案内 

【就労移行支援事業】  

一般企業への就職を希望する精神障がいの方を対象に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、就職活動や

就労後の職場定着への支援を行います。 

ジョブサポートセンター黒崎とジョブサポートセンター八幡合同で家族教室を行いました。 

 

今回のテーマは「家族も本人も安心できる関わり方」。 

 

「家族としてどう関わればみんな安心できるのでしょうか？」という言葉をご家族からお聞きする

ことは少なくありません。 

そこで、ジョブサポートセンター黒崎とジョブサポートセンター八幡の嘱託医である香西先生をお

招きし、ご家族の関わり方について一緒に考える機会としました。 

症状や特性に 

ついて説明される先生。 

ご家族のみなさんも 

 真剣です。 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ジョブサポートセンター八幡 事業案内 

【就労移行支援事業】 一般企業への就職を希望する発達障がいの方を対象に、就労に必要な知識や能力の向上のため

の訓練、就職活動や就労後の職場定着への支援を行います。 

【自立訓練(生活訓練)事業】 発達障がいの方を対象に、働くための生活リズムや体調を整えることを目的とした日中

活動や余暇活動を行います。 

前半は発達障がいや精神疾患について、エピソードを織り交ぜて詳しく説明していただきました。 

 

後半はご家族からの質問タイム。事前にいただいた質問や、当日参加されたご家族からの質問に答

えていただきました。 

参加されたご家族からは、 

・本人の主体性を大事にしなければならないことがわかった 

・本人の話をよく聴くようにしたい 

・家族の対応の仕方を学ぶ機会は少ないので良かった 

・親の考えを無理矢理押し付けないようにしたい 

・他のご家庭でも、本人と家族が一緒に悩んでおられるのだなと思った。 

といった感想が聞かれました。 

参加されたご家族とお話ししていると、ご本人の状況がより良くなるよう 

勉強したいというお気持ちが伝わってきます。 

ご本人とご家族の気持ちが嚙み合わなかったり、すれ違ったりして悩まれる 

こともあると思いますが、そうしたお気持ちをつなぐような活動を今後も 

行っていきたいと思います。 

家族教室は定期的に開催しています。 

テーマにしてほしいことや、勉強したい制度などありましたらぜひ支援員にお聞かせください。今

後の家族教室の参考にさせていただきます。 

編集補助：ＪＳＣ八幡自立訓練利用中のＴさん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

一般企業への就職を希望する精神障がいの方を対象に、就労に必要な知識

や能力の向上のための訓練、就職活動や就労後の職場定着への支援を行いま

す。 

 日中活動を中心としたプログラムを行います。原則として北九州市にお住

まいで、精神科医療機関を利用されている方を対象としています。 

〒802-0001 小倉北区浅野２丁目１６－３８ 

TEL ０９３－５３１－３８２３（代表）/０９３－５１３－２５７０（ひこうき雲） 

FAX ０９３－５１３－２５７１ 

・JR：小倉駅 北出口（新幹線側）より徒歩 10 分 

・バス：西鉄バス「砂津」「小倉駅バスセンター」より徒歩 10 分 

開館日 月曜日～金曜日 (土日祝日、お盆、年末年始は休館) 

お問合せ可能な時間帯 9：00～16：00 

一般企業への就職を希望する精神障がいの方を対象に、就労に必要な知

識や能力の向上のための訓練、就職活動や就労後の職場定着への支援を行

います。 

 

〒806-0033 八幡西区岡田町 2-14 八幡ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会 敷地内 

TEL  ０９３－６１６－８１００   FAX  ０９３－６１６－８１１３ 

・JR：黒崎駅 南出口より徒歩１０分 

・バス：西鉄バス「熊手四ツ角」より徒歩３分 

開館日 月曜日～金曜日 (土日祝日、お盆、年末年始は休館) 

お問合せ可能な時間帯 9：00～16：00 

  
一般企業への就職を希望する発達障がいの方を対象に、就労に必要な知識

や能力の向上のための訓練、就職活動や就労後の職場定着への支援を行いま

す。 

 発達障がいの方を対象に、働くための生活リズムや体調を整えることを目

的とした日中活動や余暇活動を行います。 

〒805-0061 八幡東区西本町 2-2-1 さわらびガーデンモール八幡三番街 ２階 

TEL  ０９３－６１６－００２０   FAX  ０９３－６１６－００２４ 

・JR：八幡駅 出口より徒歩５分 

・バス：西鉄バス「八幡駅入口第一」より徒歩 1 分 

開館日 月曜日～金曜日 (土日祝日、お盆、年末年始は休館) 

お問合せ可能な時間帯 9：00～16：00 

社会福祉法人 北九州精神保健福祉事業協会 

基 本 理 念 

障害があっても一人の人間として尊厳をもって住み慣れた地域で自立した生活ができるように、障害者本人とその家族・地域の方々と協

働して支援し続けます。また、地域の社会資源の一員として市民の方々の福祉の向上に努めます。 

基 本 方 針 

（１）一人一人の個性や主体性を尊重し自己決定を基本とした支援を行う。 

（２）障害者が抱える問題を共に考え、解決を図る中で信頼関係を醸成し、自立意欲を育成する。 

（３）家族や関係機関・地域住民との緊密な連携による総合的アプローチを行う。 

（４）障害者に対する社会の理解を深めるため、あらゆる機会を通じて情報発信する。 

（５）可能な限り情報を開示して、事業運営の透明性を確保する。 

（６）専門職として自己研鑽に努める。 

あとがき 

              


